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さいたま市森林整備計画（案）の概要について

森林・林業基本計画
・長期的かつ総合的な政策の方向・目標

・県が指定した農業振興地域内について、おおむね１０年
を見通して市町村が定めるもの

・農用地等として利用すべき土地の区域（農用地区域）を
定めた農用地利用計画と、市町村の農業振興について
の各種マスタープランから構成される

森林計画制度の体系

概要

森林法は、森林計画、保安林その他の森林に関する基本的事項を定めて、森林の保続培養と森林生産力の増進とを図り、もって国
土の保全と国民経済の発展とに資することを目的とする。森林法（昭和26年法律第249号）第10条の5の規定に基づき、地域森林計画
の対象となっている民有林につき、計画期間10年間を1期とする「さいたま市森林整備計画」を5年毎に樹立する必要がある。

森林整備計画の計画事項

（森林・林業基本法）

全国森林計画（現計画：Ｈ２６～Ｈ４１）

・国の森林関連政策の方向
・地域森林計画等の指針

（森林法） 農林水産大臣

国有林の地域
別の森林計画

（国有林）

地域森林計画
（現計画：Ｈ２５～Ｈ３５)

・都道府県の森林関連
施策の方向
・伐採、造林、林道、保
安林の整備の目標等
・市町村森林整備計画
の指針

（民有林）

市町村森林整備計画（現計画：Ｈ２５～Ｈ３５）

都道府県知事

市町村

森林管理局長

政府

（公告・縦覧）平成30年1月23日～平成30年2月22日まで

（知事協議）平成30年2月23日付協議

（公表） 平成30年3月下旬までに公表

スケジュール

森林経営計画
・森林所有者等が所有
等する森林について自
発的に作成する具体的
な森林経営の実施に関
する５年間の計画

一般の森林所有者に
対する措置
・伐採及び伐採後の造
林の届出
・森林の土地の所有者
となった旨の届出 等

森林所有者

調整

○計画目的

地域の森林・林業の特徴を踏まえた森林整備の基本的な考え方等を
定める長期的な森林づくりの構想

○計画期間
平成30年4月1日～平成40年3月31日

○主な計画事項
Ⅰ 伐採、造林、保育その他森林の整備に関する基本的な事項
Ⅱ 森林の整備に関する事項
Ⅲ 森林の保護に関する事項
Ⅳ 森林の保健機能の増進に関する事項
Ⅴ その他森林の整備のために必要な事項

○変更内容
さいたま市内の森林整備計画対象森林の面積が194haから190haへ
減少している。


